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※は県例規集登載
【規則】

番 号 表 題 担当課名

３※ 徳島県漁港管理条例の一部を改正する条例 生産基盤課

の施行期日を定める規則

４※ 徳島県漁港管理条例施行規則の一部を改正 同

する規則

【訓令】

番 号 表 題 担当課名

２※ 県庁総合サービスネットワーク運営規程の 情報政策課

一部を改正する訓令 行政ＤＸ推進室



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
規
則
第
三
号
）

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

●

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
号
）

一

利
用
の
許
可
の
申
請
及
び
利
用
の
許
可
の
内
容
の
変
更
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ

と
と
し
た
。

二

利
用
料
金
の
額
の
承
認
の
申
請
等
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
三
号

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
施
行
期

日
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
と
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
四
号

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

十
二

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
漁
港
施
設
を
供
用
し
な
い
日
の
承
認
の
申
請

様
式
第
十
三
号

十
三

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
漁
港
施
設
を
供
用
し
な
い
日
の
臨
時
の
変
更

の
承
認
の
申
請

様
式
第
十
四
号

十
四

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
供
用
時
間
の
承
認
の
申
請

様

式
第
十
五
号

十
五

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
供
用
時
間
の
臨
時
の
変
更
の
承

認
の
申
請

様
式
第
十
六
号

十
六

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
額
の
承
認
の
申
請

様
式
第
十
七
号

十
七

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
額
の
変
更
の
承
認
の
申
請

様
式
第
十

八
号

十
八

条
例
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
基
準
の
承

認
の
申
請

様
式
第
十
九
号

第
八
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
の
申
請
）

第
八
条

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
そ
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名

称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
、
条
例
別
表
第
三
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
利
用
施
設
」
と
い
う
。
）
の

区
分
、
利
用
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理

者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
日
（
そ
の
日
が
引
き
続
き
二
日
以
上
に
及
ぶ
と
き
は
、
そ

の
初
日
。
以
下
「
利
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
前
の
日
か
ら
利
用
日
の
前
日
か

ら
起
算
し
て
三
日
前
の
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
相
当
の
理

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
利
用
の
許
可
の
変
更
等
）

第
九
条

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
利
用
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は

利
用
の
許
可
の
内
容
を
変
更
し
て
利
用
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
文
書

又
は
指
定
管
理
者
が
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遵
守
事
項
）

第
十
条

条
例
第
十
八
条
の
表
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
指
定
管
理
漁
港
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す

る
者
は
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
並
び
に
知
事
が
別
に
定
め
る
利
用
者
心
得
そ
の
他
の
規
律
を
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
１
条
関
係

）
」
に

改
め
る
。

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
１
条
関
係

）
」

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。

，
、



様式第１３号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

指定管理漁港施設非供用日承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設を供用しない日を設定したいので、徳島県漁港管理条例

第２０条第１項の規定により、承認の申請をします。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 供 用 し な い 日



様式第１４号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

指定管理漁港施設非供用日変更承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設を供用しない日を変更したいので、徳島県漁港管理条例

第２０条第１項の規定により、承認の申請をします。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 変 更 内 容

変 更 前 変 更 後

４ 変 更 の 理 由



様式第１５号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

指定管理漁港施設供用時間承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設の供用時間を設定したいので、徳島県漁港管理条例第２

０条第２項の規定により、承認の申請をします。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 供 用 時 間



様式第１６号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

指定管理漁港施設供用時間変更承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設の供用時間を変更したいので、徳島県漁港管理条例第２

０条第２項の規定により、承認の申請をします。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 変 更 内 容

変 更 前 変 更 後

４ 変 更 の 理 由

５ 適 用 開 始 年 月 日 年 月 日



様式第１７号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

利用料金承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設の利用施設の利用料金の額の承認を受けたいので、徳島

県漁港管理条例第２５条第２項の規定により申請します。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 申 請 額

区 分 単 位 申 請 額



様式第１８号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

利用料金変更承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設の利用施設の利用料金の額の変更の承認を受けたいので

、徳島県漁港管理条例第２５条第２項の規定により申請します。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 申 請 額

区 分 単 位 変 更 前 変 更 後

４ 変 更 の 理 由

５ 適 用 開 始 年 月 日 年 月 日



様式第１９号（第１１条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

指定管理者

代表者の氏名

指定管理漁港施設利用料金減免基準承認申請書

次のとおり指定管理漁港施設の利用施設の利用料金の減免の基準を定めたいので、徳

島県漁港管理条例第２５条第５項の規定により、承認の申請をします。

１ 漁 港 名

２ 漁 港 施 設 の 種 類

３ 利 用 施 設 の 区 分

４ 減 免 の 基 準

（１）減額基準

（２）免除基準



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
に
相
当
す
る
改
正
前
の
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第

十
二
号
ま
で
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。



徳
島
県
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。


